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〔資料3

東北六県のゴルフ場に対するド開発指導要綱謹

およびその他の指導要綱の状況について（2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岩手県・青森県）

神　戸　秀　彦

　ド福島大学地域凝発墨第5巻第i号（i§93年麓

擁発蕎）に続いて，第2露舞の紹介になる．繭溺

は，福島集と霞形察を紹介したので，今露は，岩

手察と青森集を紹介する。告祭それぞれの特後は

あるぶ，共通してみられる特籔として，いずれの

膿でも，i㈱年蕩後から，ゴルフ場灘発に鷺達す

る行政捲導のための諸要綱が，急速に整備されて

きているといえよう。

　福島漿と幾形察の指導要綱は，内容や灘定時期

などはかな吟異なるものの，いずれも．ゴルフ場

聡発港導要綱・環境影響評極捲導要綱・ゴノレフ場

農薬安全使罵詣導要綱の3っ摂ワンセットになっ

て，行致捲導の糧麺となっている。福島漂では，

ig89（平成元〉年にヂゴノレフ場灘発港導要綱3麟

施行された（その後鍵年と93年に改蕊された〉の

ち，鯵綴（孚成3）年に，ゴルフ場農薬を蝿象と

するεゴルフ場農薬安全整湧指導要綱」と，ゴル

フ場・レク夢工一ション施設絹地を繋象とする

「環境影響評懸要綱達が麓行されている。また，

出形県では，　「ゴルフ場農薬安全整罵に臠する旛

導要綱」がすでに欝飴（平成2〉年に施行されて

いたが．ig92（平成4）年になって，福島娯と隅

棟に，新たに罫ゴノレフ場醗発振導要綱3と，ゴノレ

フ場・レク婆工一ション趨設用嬉を薄象とする

ヂ環境影響評懸捲導要綱3ぶ施行された，

　今罎紹介する岩手祭でも，ゴルフ場・スキー場

等のレク夢工一ション施設を蝿象としたゼゴルフ

場等大規模舗発行為捲導要綱」嚇欝鱒年く平成2）

年に施行され，その手続に纏み込まれる形で，「ゴ

ルフ場等大観摸雛発行為に臠する環境影響評懸実

旛要頷」が定められている。象た，青森察におい

ては，欝7§（昭霧鎗〉年に定められた「大規模土

地収穫及び醗発行為に絶する指導要緻ぶ，若干

の改蕉（82年と85年）を経な摂ら，現窪でも生き

てお穆，これ，によ穆，大規模醗発の一環としてゴ

ルフ場1撃発も捲導の薄象とされ亨ゴノレフ場雛発

露｛水解琴彗掻いとされ・ているわけではない。しか

し，欝穣｝（平成2／年には．「ゴノレフ場の設羅等紅

係る環境保全調査等及びゴノレフ場における農薬の

適藍綬罵等に絶する要職鱒徳行さ翻，特にゴル

フ場については飽と燐滲離して・環境繰全調査（環

境影響評無）と農薬の適藍綾絹を義務付けるに至

っている。

　以下に紹介するのは，次の通穆であるが，その

醸お籏験しておく点は渤穰と購簾である（ヂ福島大

学地域砺究35巻2弩38頁を参照されたい〉。

　〈岩手県〉

　・「岩手察ゴルフ場等大規模醗発行為搭導要綱」

　　ほか

　・「岩手築ゴルフ場等大焼模聡発行為に関する

　　環境影響評無実施要鑛強ほか

　〈青森察〉

　・ザ青森察大規模±地取畷及び聡発行為に臠す

　　る指導要職

　・　「脅森察ゴルフ場の設置等に係る環境保全講

　　査等及びゴルフ場における農薬の適亙綾罵等

　　に臠する要綱！ほか
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（i§2き〉 篠島大学麹酸醗究第6巻第i号欝§重8

〈岩手県〉

ゴルフ場等大規模雛発行為指導要綱

　　　　　　　　　　　　　髪軍威2年7．雛7馨鱗定｝

　嬢　　的〉
第菱　この要縛欝窪，祭土ぶ現塵…濠：び将来華こお謬る寮費のた

　めの霰られ，た資溝であることにかんがみ，ゴノレフ場等の

　大疑穫な麗発行為の揚導に麗し必要な事項を恵めること

　によ陰，無教導な醗発を筋産するとともに，総合的かっ

　素謡的な麗発の誘導に努め，もって賑圭の適箆な±地利

　鱗を遜ることを鐸的とする．

　（定　　義〉

第2　　この要編垂こおシ、て　F醗発行為」　と1畢ま，コfノレフ場等（ニゴ

　ルフ揚，スキー場その畿これらに類するレク夢工一ショ

　ン施設をいう．〉の建設（蟻設を含む。〉の駕に盤する羅縫

　で行う土地の琶織形質の変裏をいう．

　（適矯繋象〉

第3　この要綱は，灘発弩為畢こ係る謙遜1｛嶽下軒聡発議墾難

　という．〉の媛摸露量欝ヘクタール以上の一躍の土地に係る

　講発行為に適駕する、ただし，この要綱め舞釣を連載す

　るために知事潜必要と認める霧会は，欝ヘクタール未溝

　の麗発駕為についてもこの要耀を遙駕する。

2　この要綱韓1，轟1著しくは地券公i糞霧偉業はこれ、らが資

　本金ボ墓本金その縫こ為らに準ずるものの透分のi以上

　を懲資している法人が事業主体となる瞬発行為には適罵

　しない。

　（捲導捲鋭）

第護　雛発行為に鰐する毒導に蜜たっては，醗発誹羅解凍

　の旛鋭に適合するよう捲導するものとする．

　（麟　騒士震源誕蚕岩手票謙懸，覆土牽纒謙藏辮鰐材謙麟

　　その縫土地騨灘に賭する諾謙麟との整合雛ぶ覆られる

　　見通しのある訴錘であること．

　鯵　適董かつ金建的な土地舞繕の推進潜鐸ち翻る謙徳で

　　あること．

　麟　薦霧粒が積極釣に綻進ずる謙羅であること。

　（虜　地域振興に資する毒i遜であること．

　⑤　羅文は地方公共腿体の公共事業に支離を及ぼさない

　　謙遜｝であること。

　（麟　事業讃灘藝が確実華こ施行され，る見込みオ監あると宰蓼攣さ

　　れる謙蚕であること。

　繕　轟然礫境の線金，災実ダ〉鋳並等を経るため，凍め擾

　　置が講ぜられる謙譲であること．

　　ア　瞬発予定区籔を含む矯透地籔勇農薬簾境の保金の

　　　ための必要な捲羅

　　イ　飲料承，農業絹本等の承資漂の確保その越症活環

　　　擁の保全に支離を及濠さないための必要な捲羅

　　ウ　災害の鋳豊及び機織治水のためみ必要な措置

　　工　屡史的風土の保存及ぴ文化雛の繰護等のための必

　　　要な携置

2　蕪項に掲げるもののほか，琴彗に定める基準に適合する

　よう毒導するものとする。

　（岩手漿ゴルフ場等式矯漢翼罷行為誘整蕩議会〉

第5　鰻発駕為に絶する漸要の講査，審議及び講整を行う

　ため，岩手漂ゴルフ場等式規摸欝登行為講整協議会（以

　下ぎ簸議会3という。〉を羅くものとする．

2　鵜議会に饑し必要な事項緯，鴛彗に定める。

　（事糞蕩議）

第§　聡発行為を行おうとする煮《獄下「醗発予定者」と

　いう。〉は，麗孫法令の規定による許認判1等の串講又は羅1

　畿をする談に，楽該霧発行為の実癒について・知事に協

　議するものとする．

2　前項の鶉議は，琴璽こ定めるゴノレフ場等大綬機翼発行為

　事麟協議書（以下「事繭蕩議書」という．〉によ瞬鴛うも

　のとし，醗発予定狂駿が辮役する薦欝種の長／以下「霞

　購鬢長ヨと》・う。〉を経撫するものとする．

3　葺鐸彗替長は，事麟協議書の鍵鐵があったときは，速や

　かにその海容を講蓋し，灘癸予定匪賊を瞬管する地方振

　翼罵の長（以下F地方振興馬長葺という．〉と十分霞議の

　うえ，磐華墨に定める意見書を添えオ，難方振興職長に送韓

　するものとする．

魂　地方振興馬長は，事藩盤議書の送｛せがあったときは，

　遼やかにその海容を縷説し，騰孫機縫と十分雛議のうえ，

　幾に恵める鍛串書を添えて，難事に送盤するものとする．

5　知事は，事麟鍍議警を受遷したときは，雛議会の審議

　を羅て，その内容を審蓋し，その結果を毒欝村長を経錘

　して，灘発予定者に通知するものとする．ただし，この

　通知は，襲係法倉による許認薄等の手続きに代わるもの

　と解してはならない。

6　驕癸予定者潜，董審な遷鐙撰嶽くて，繭項の通知の嚢

　から趨算して3年を経過するまでに，麗発行為に蓑手し

　ない揚合縁，改めて知事垂こ協議するものとする。

　（事薦鶉議内容の変更〉

第7　第6第S項の通知を受けた醗発予定巻は，事羨観議

　の海容を変更しようとする霧合は，速やかに，第6の燐

　定に準じて，知事に臨議するものとする．ただし，簿弩に

　定める軽微な変更垂こつ》・ては，この鞭吟でない儲

　（鍵盤め承継〉

第8　 この要綱妾こ基づく事露彗嚢高議オ主整った撃弩発予定考の地

　盤は，一般承継による霧合を除き，承継を認めないもの

　とする。

　　（毅境影響評慰書の縫湊）

第9　第6第5項の通知を受継た雛発予定者で欝寝こ定める

　要件に該当するものは，縫係法令の議定による許認擁等

　の牢講又は麟鐵をする麟に，毅義影響欝極書を知事に提

　縷するものとする。

　　（醗発諮定の縫誇〉

第韓　縫係法令の競走による許講壇等を受けた醗発予定者

　は，醗発管為に落手する繭に，次に掲げる事項を内容と

　する麗発議建を湊町替長と織綾するものとする．

　繊　騨発議嚢の概要及ぴ工事施背離嚢霧こ絶する事項

　鱒第遵第7号に揚げる欝璽に臠する事項
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棄愛大桑めゴルフ霧に講ずる新翻登撰導要請蓬およびそ4〉麹融旛導要綱勇釈浅紅ついて麟 （欝2§｝

　（鎌　臨建の罎行の確保及び不履鴛の場合毒こお終る欝置に

　　麗する事項

　韓1その鰹講購縁長か必要と認める事項

　（勧善等〉

第簸　知事は，醗発行為がこの要綱署こ違歪更してなされ、たと

　認めるときは，雛発予定考，瞬発有為を行う考又は工事

　施行煮（麗発駕為紅懸る工事の請負人（下請人を含む。〉

　をいう。〉に薄し，鵜発春為を縛産すべきことその魑違反

　を是駕するために必要な欝置を講ずべきことを勧魯する

　ことぶある．

2　知事は，鶴項の勧魯をした場合において，その勧昏を

　受けた音ぶその勧舞に縫わないときは，その鷺及びその

　勧沓の海容を公表することがある．

　（補　　驚〉

第鴛　この要綱の実箆に臠し必要な事項絃，暑彗に定める．

　　　購　　　購

　この要綱は，平成2年7湾2膿から旛行ずる。

勝i籔歪（纂2饗係〉

罷発行為捲導基拳

i　ゴノレフ揚｛霧雛饗i基攣

（舞　饒発行為を擁凝する地域

　ア　轟然公鰹法及び築立轟然公羅楽舞に基づく鬱然公

　　醤
　イ　翕然礫塊保全法濠び艦手票轟然覆箋保全条擁に基

　　づく翕然藻箋保全壇籔

　ウ鳥獣保護及狩猟二聡スノレ法律に基づく特黎鐸呆護墨壷

　　琶
　工　実紀保護法に基づく隻鋳名勝天然諺念勃の捲定地

　　憂ζ及び文イヒ財保護ま蓬叢有iすべき選韮駿

｛2）総量矯鰹等

　　瞬発懸積隷，各嬉野舞の懸積の2パーをント以携と

　　し，かつ，玉露欝欝のゴルフ場の数は3笛蔑以内とす

　る。ただし，±地稀稀の適蕉な増進，獲駕機会の鉱夫

　その縫麹域の振興又は発展に馨しく寄与すると撫町村

　長が認める開発行為については，この鞭鯵でな恥．

｛31造減等畢こ葎う欝羅

　ア　現存森赫の伐採捻，必要最小罎に豊めるものとし，

　　森替地壊垂こおける森躰率はおおむね灘パーセ1ント以

　　上（残盤森秣率はおおむね難パーセント以上）とす

　　るものであること．

　イ　コース賜に可髭な張吟森躰欝を保存及び確保する

　　ものであること。

　ウ　講警邏及び謂警邏嚢外の必要な礬水旛設の設置を

　　背うものであること。

　工　濾すくず蕊，土砂の流患．地すべ滲導の災害錆鼠

　　の欝盤を講ずるものであること．

　オ　纏栽その饒必要な欝置を講ずるものであること．

力　建築勃その纏縫築麹の盤置，規模，構造授び色彩

　潜，趨幾の轟然礫箋と講熱するものであること．

キ　し振，雑叢氷の麺1選藩こ当たっては，適歪を難し，

　その欝鑓水は矯透の公室灘承域及び鑓下水の水質に

　支藏を及緩さないものであること．

ク農ら廃棄蓼蚕麺1理を行うことを原舞彗とし，廃棄彗勢麺

　運擁i設を議：鬱することによ雛，譲施設の籍養三欝i圭1に

　努めるものであること．

ケ安全かつ講溺な交通の確保のたあの諺施設を整備

　するものであること．

コ　公共施設の適藍な整騰を緩るための必要な懇置を

　講ずるものであること．

ザ　その趣造成に婁たって雄，麗係法令に基づく披徳

　基準に適合するものであること。

シ農薬の綾霧に盛たっては，次に揚げる事項を遵守

　するも硲であること。

（ア｝除葦，殺虫等に綻曝する薬鑵については、農薬

　　薬取纏法に基づく登録農薬を綻罵するものである

　　こと。

（イ〉綾羅羅鍵1，綻霧方法，鏡綿上の注意事項等を遵

　　守するものであること、

（ウ〉気象，地形等の毅箋条稗を考慮のうえ，十分な

　　危害紡豊頬簑を行うものであること。

（エ）その飽銀の行政鮨導に適合するものであること。

2　その飽の馨発行為

　　当面，iの雛発墓華（繍及び畿アを除く．〉に攣ずるも

のとする．

ゴルフ場等大規模閣発行為に閉する礫境

影響詳優実施要領

　（趣　　醤）

第i　この要鑛は，ゴノレフ場等大規模醗発行為捲導要綱（以

　下嘆綱」という．〉第警の矯定による藻擁影響評懸を実

　施する騰発予定者の要件，覆箋影響評懸の実施手続等に

　ついて必要な事項を定めるものとする。

　（薄　　象〉

第2　要綱第9に規定する懲1に定める要件に該窶するも

　のユとは，i鑓ヘクタール以上の雛発行為を行おうとする

　考とする．

2　要綱の馨的を達成するために，知事ぷ事譲蕩議書の審

　査において特に必要と認める鬱金隷，玉癖§ヘクタール未満

　の聡発行為を行おうとする考書こついてもこの要領をi毒羅

　することぶある．

　（準備書の鐸成1

第3　竸発予定者は，灘発行為の実施が環境に浸醸す影響

　について，調i萱，予灘及び評懸を行い，次に揚げる事項

　を記載した環境影響評懸準備嘉（以下ゼ準備書」という．〉

　を難成するものとする。
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（欝織 橿島大学地域醗究第6巻第董号茎囎透．8

　醗　氏名及び建蔽（法人にあっては，名称，畿表者の氏

　　名及び主たる事務辮の懇荘地》

　鱒　醗発行為の震豹及び内容

　鱗　講査の繕果の撮要

　（嚇　瞬発行為の実施による影響の内容段び程綾豊びに公

　　害の鋳鑑及び寡黙毅箋4〉保全のため⑳携蟹

　翰　麗癸行為の実施による影響の評鶴

2　繭項の講登簿はナ騒鞍こ定める捲欝によ移行うものとす

　る。

　（準騰書の罵難等〉

第縫　醗発予定煮縁，知事及び饗無徳跨鬢長に準備書を提

　織するとともに，塞該縫孫事町鬢長の諺力を得て，準繋

　書を俸威した鷺及び孜に掲げる事項を公費し，準騰書を

　公告の蕪からi擁観縦覧に躾するものとする．

　（i｝氏名及び註湧（法人にあっては，名称，代表春の氏

　　名及び主たる事務蔑の漸姦地〉

　鋤　聡発行為の名蒜及び種類

　繍　聡発行為を実施しようとする薩域

　鯵　麗孫地域の纂灘

　麟　準購書の縦覧の雛藤，甥翼及び鋳潤

　麟　意見書の縫農期鷺，提轟鑑及び提鐡方法

2　麗登予定者は，準備醤の縦覧鶏総糞に，準鶴書に係る

　護醗会を麗難ずるなどその講知に努めるものとする。

　（準備書に臠する意見〉

第5　購無地域内に往羨を有する者隷，騰発予定者に薄し，

　準備書について公害の紡鷹及び鬱然環麓の保全の見地か

　ら悪難を逮べることぷできる。

2　麟項の意見は，第4第i項の縦覧期罵及びその後2遷

　縷までの醗に意見書によ辱行うものとする。

3　騰発予定者は，知事及び縫孫癖瞬鬢長に第i項の意見

　の機要を記載した誉藏を擾墨するものとする．

4　知事は，麟項の書痴を受還したときは，速やかに麗孫

　青郷繕長の意見を聴籍た上，準備書について公害の髄豊

　及び窪然藻箋の保全の見地からの意見を述べるものとす

　る。

　（評無妻の蕪成等〉

第6　麗発予定老耄ま，準備書に麗する意見ぶ遠べらおた後，

　準備書の記載事項について穣討を艇え，次に揚げる事項

　を記載した毅箋影響諄極書（以下［評無書」という．）を

　霧成するもめとする．

第7　醗発行為を行う者隷，評極書に後い，公害㊧紡豊及

　び霞然藻箋の線全についての十分な醗憲をして聡発行為

　を実施するものとする、

　㈱　　鐸鈴

繁8　この要領め実驚に隣し必要壕事項絃，鷺llに定める．

　　　醗　　肇

　この要穎は，単戚2年8月§轟から適矯する．

ゴルフ場等大規模器発行為覆境影響詳麺

技術指舞

　ゴノレフ場等大矯穫醗発行為に聾する覆1寛影響評無実旛要

頷第3第2項に規定する調査等は，次によ箏舞うものとす

る．　（実施手纈の撮要を鑓に示す．〉

麟　講査等め実施手筋

，
垂聯「総麟、

厭馨麺磯副
瞳の基杢霧雨醐

i獄縫竺篠鞭動議」

圏
ニ　ぴ　　ロ1

予灘及び葬儀を行う蒙箋要素の設定1

鐵第3第i項餐｛｝に掲げる事項

鱗　縫孫雛籔海に鑑辮を有する者の意見の撮要

鱗　知事の憲見

繕　麟2暑の意見についての簾発予定者の見解

2　聡発予定者は，難事に評筋書を縫鐵するとともに，当

該縫孫嬉嬉村長の協力を得て，評艶書を樺威した撫及び

次に揚げる事項を公憲し，評慰書を公告の舞からi屑麗

縦覧に盤するものとする．

韓第建策i号から第3号に掲げる事項
轡　評極書の縦覧の揚翫，簸聡及び時鷺

（魏発行為の実施）

産痛“解雇壷　」
　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　需＿
　　　　　　　　　一

i　礫箋影響要緩の撞轟

　麗発行為の誕腰の内容に基づき毅箋に影響を及繧すお

それのある要雛（以下薪礫境影響要翼誰という。）を撞鐡

する。

　　この場合，環境影響饗獲の擁鐙は，当該覆発行為の実

施に係る工事（以下「工事雄という．〉，箋該工事が完了

　した後の土地又は工俸勃の蕎荘｛以下ゼ霧荏まという．〉

及び婆該土地又は工婬彗鰯こおいて行われること蓬予定さ

れ，る事業活動その飽の人の活褻（以下「活嚢」という、）

のそれぞ為の観嶽から行う．

　豪た，藻壌影響要鐙の内容を璽籠な猿吟興棒釣に櫨鐵

　し，蒙箋要素の設定が灘鰯こ行われるよう離慰する．
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東詑六銀窪）ゴルフ暴載録する更縫発詣導要総圭およびそみ飽め捲導要纏の紫浅について鱒 （鷲3重〉

2　地域の基本的な特性の絡縫

　　騰登行為の実施ぶ予定さ蕊ている地籔及びその轟辺地

壊の基本的な特盤を驚擬するため，地域環箋に係る基礎

　的項馨に麗し，表iを参考として資料を叡集する．

衷肇　地域幾擁毒こ懸る基礎的環§

籔　　　　分 資　　料　　の　　項　　馨

地域の轟然釣 1至1地形・地質の機涜

毅涜に係る項 鯵　海鱗，灘溜，海域の機混

羅 131箋象の擾漉

韓　植鞭の擬浅

緯　勤勃の擬混

緯　景観の擬濁

鱗　野外レク酵工一ション地の擬醗

地壕の歓会的 轡　鴛政鉦麟の駿親

・文髭的釈温 ②　集落の釈濁

に係る項醤 緯　入舞の毅混

轡　土地奉霧の釈浅

鋤　承嚇禰の就浅
緯　産業の毅混

繕　灘南誹懸法に基づく難域趣猛警め

淡定訳溌浸びその縫の土地秘灘欝錘

轡　文化財，運蔵文亀財麓藏地の駅浅

礫擁饗係法律 鱗　薫箋墓礁砂類型撰定の釈溌

等に係る項§ ｛21公害鋳黛に係る規麟麹蟻め状濁

韓　豪然環籠の保全及び文化財に係る

鮨定鍵絨等の軟濁

韓　公害紡豊講藪地壊の繰浅

3　現献調査を行う環箋要素の設定

　　環箋影響要露浸ぴ地竣の特性に慈じて，現釈講i甕を行

　う礫境要素を表2の串から設定する。

　　設定に憲たっては，趣域の特種を考癒して．環境影響

要藤と環箋要素との離連を整達するとともに，簾境要素

　として設定する理鎭又は設定しない理由を瞬らかにする．

表2　環境要素

公害の鋳珪に係るもの 察然藻境の保全に係るもの

i　大気汚染 i　地形・地質

2　水質汚濁 2　纏　勃

3　土壌汚染 3　嚢　勃

4　騒　音 4　景　観

5　振　勢

6　地盤沈下

7　悪　奥

護　現籔講萱

韓　窺献詞登嫁雛発鴛為の実施ぶ礫塊に長繧す影響を予

　　難し，評慰するため垂こ必要な構…譲を麹擬することを羅

　　的として，疑喜資轡の叛集及び必要に綜じて現地講糞

　　を蒼い，その結果を整選，解榛することによ管行う．

　　　この場合，筆灘及び評麺を行うために必要な水準ぶ

　確繰されるよ：う養蓋慰する唖

轡　講糞隷，騨癸行為の実施ぶ環壌に及ぼす影響につい

　　て調査すべき地簸の特盤を考鑑して宥う。

131蒙壌要素ごとの講査等の項黙ま，懸紙の中から設定

　する。

5　予鍵彗及び評｛藤を得う葦漿彗惹要素の設定

　現駿講奮の結集に基づき，騨1発有為及び地域の犠牲に

応じ．て予灘及び評懸が必要と認められる藻箋要素を設定

する。

6　予　　灘

　　予灘は次によ穆背う。

綴　瞬発背為の実施による環箋の状態の愛妃を覇らかに

　　することによ磐行う。

鱒　地裁の特性を考慮して舞う．

131予灘の薄象時幾絃，工事，存在及び活動のそれぞ轟

　　について，懸々の項醤ごとに，その藻箋紅及癒す影響

　　ぶ最大になると予想される時簸とする。

7　評　　籔

　評懸は次によ警行う．

〔董｝講蓋及び予灘の緩果を麟変え，雛発行為の実施ぶ藻

　境に及醸す影響について，覆境保金羅擦に窯らし事業

　考の見解を購らかにすることによ鯵行う。

｛21必要に臨むて，当該露発行為以外の事業活動等によ

　　吟もたらされる難駿の将来の藻箋の獣懇《地填の将来

　　の簾舞の駿態の推定解露難な霧合にお》、ては，甕産の

　藻箋の駿態とする。〉を勘案する．

8覇嚢箋保全実害策の検婁嘘

鱗　評懸の結果必要｝夢ある場合に縁，礫箋保全対1策につ

　　いて縷説を行い，当該榛討の繕柔に誌じて再度予灘又

　　は評懸を行う．

鱒　環愛縁全薄策め縷説纏，麗発行為実施誕懸等の変更，

　公害紡豊施設の設置．自然環境の後発等につ籍て行う。

　　なお，必要に慈じ雛登行為実施後の饗境鑑糧方法につ

　　いても検討を行う、
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〔玉総2〉 懸島大学麹蟻醗究第6巻第i号欝9護愚

懸紙　幾境要棄ごと紛議壷等6〉環§

公
害
の
紡
豊
に
採
る
も
の

大気汚染“ ㊤　二酸髭藏黄　　　　　　　　　　　　　⑤　光化学オキシダント

⑫窒素酸化勃　　　　　　 ⑧農薬
③一酸秘義素　　　　　　⑦その徳必要な項嚢
＠　浮遊種子釈勃質
（嘉該地織にお纏る気象条件についても資料を鍍集するとともに，必要に癒む襲存の発些溝の軟撹，

規灘等の駿漫筆についても撰慧て講

　　　　　｝
縁l暫溺蝿1 歯　　轡　海　魯欝’西ム水質汚濁， 氷

a
む
C
透
e
玄
暮
難
i
季
藪
重

質 カドミウム

シアン
有機静ん
鉛
ク質ム（六籔）

ヒ素

総水銀
アルキル水銀

碧C聾
ト夢クロロエチレン

テトラク口口エチレン
水素イオン濃度

盤
簸
。
夢
璽
罫
s
t
琶
v
W

生勃化学的酵素要求量纏OP〉
化学的酸素要求量（cOD｝
浮遊勃質量（s　s〉

溶霧酸素量（董〉o〉

大膿藻轟数
ノルマルヘキサン挫鑓秘質（漣等）

全窒素
金管ん

農薬

水濃，濁度
その弛必要な項羅

晦・

簸　　質 a　アルキル東銀
も　水銀又はその祝金勅
C　 カドミウム又垂まその｛ヒ合秘

6　鉛又はその紀念勃
e　春機導ん銘合勃
童　六緬ク覆ム化合秘

菖　ヒ棄又なその化金鞠
盤　シアン髭合舞

　強熱減量，蒲駕鞠，窒素，金離ん，麹度

O　その縫必要な項羅

i　費Cβ
1　鎭又はその匙合麹
藪　壷鐙又韓そめ抱合鞠

翌　ふつ秘勅

慮　農薬
昼　承素イオン灘護，紀学的酸素要求量，

　（影響ぶ予想さ為る水簸の水象についても資料を毅集するとともに，必要に慈O幾霧の
発盤灘砂状貌，蔑麟の釈浅等についても欝せて調査する。｝

①　カドミウム設びその程合勃

②鐘及びその紀念麹
⑤　ヒ素及びその鑑合勃

④　農薬
⑤　その飽必要壕項興

騒　　膏　騒音レベル
　　　　　　（必要に感り畿姦の騒審発猛源の毅既，地形条緯，遵鶏交通条稗等についても耕せてi霧宣する。）

振 藝i振醗レベル
　　　（必要に慈じ醗存の振動発盤源の験浅，地盤条件（地盤牽越振動数等），

　　も磁せて講澄する。〉

地盤流下一

悪　　臭β

①　軟覇地盤地帯

⑫　地盤流下量

①　アンモニア

⑫　メチルメル寿ブタン
③　穂牝水素
＠　磁紀メチル
⑤　二二藏鷲ニメチノシ

⑤　ト夢メチノレアミン

⑦アセ碧アルデとド
⑧　スチレン

③　地下水綻
＠　その抱必要な項鬱

鬱
⑱
⑱
㊨
⑬
⑭
⑮

プロピオン酸

ノルマル醗酸

ノルマル吉華酸
イソ吉草酸

臭気強度
臭気譲度
その藩必要な項蟹

遂鑛交通条樽等について

地形地
質

農
然
藻
境
の

①
⑫
③
㊧
⑤

地形分類
繧斜分籍
衰緩地質

地質簸疆
土壕分類

⑧
⑦
③
③
⑱

土壌姦悪
罎羅

破砕帯
止難の安定縫

韓異な毒然現象

一懸一



棄詫六察のゴルフ場紅縛する暑雛発獲導饗縷壬およびその饒の逡導要綱の献漫紅ついて轡 （懇33〉

纏保
全
に

係一

輪　①

遇基
盤資種名，群落の分離状浅，群落総裁
異重な種の分薦軟漫澱び貴重な癬落，貴重な纏生の分蒋釈浅，懇威，擁勃歓会単離特性，遷移経

る
も
の

動 輪1懸類・1

類鶏

皇恩懸濁（種名，繁薙の有無，行動範遜等〉
生息礫箋等

a　生息状撹｛種名，繁殖の有無，
　ウント｝

む　隻息簾境特性

鐵現頻度及び水鳥，コロニー姓の鳥等は盤息擬数をカ

iは虫類，

1縄生類，

i魚類
｝

a　生息種名
も　貴重種その勉重要種の生息獣浅，生息礫擁蒋雛（癬となる底盤盗霧，

　及び舞種子の絶域，量についても調室〉

プランクトン等

髭 虫．a
　　む

生息種名

貴蓮種その飽重要種の盤恵犠競，生息簾境特性

｝
　
　
景

　
　
『
　
『
『
『
『
『
『
…

し

1その弛特・
き

隊な勃勃、
＆　特殊な嚢勃種名
鯵　盤息状浅，生息環境特権

　き
劇⑦醗地域鶏辺における主要展望地無の盤置，糊横縫壷びに眺望の特徴（展望擾野内の景観の要
　｝
　i　素。形式及び銚めの潔象〉
　1⑫　開発地域及びそ紛縄辺の景観の釈義（要素・蟹式・雰翼気〉

大規模器発行為事前協議フ霞一

（鵜議会鐡罵の要論

…事＿↓〔意見書懸盤｝

l　i精建l

l　！

絹織翻振
諺判一憲

国　1櫛一興
　　　　　　　　　　　　　　鶏

1墓紳書添鯵

辱　旧　　「　　　　　　函

麹
　
と

現
　
蝿｝

磯

容
認
係
議

内
確
縫
協

綬鰭
轡毅

　　i縫係各課l
l工1　、

　　　との連続l
iネi　i

　　l講整

『蓑　E　≡　一
　
一
｝

岡
長会

i斗1灘会劇
　　　季　1

　壷

1決定／

　1一『ギi郵　1通勤　　1

（経鋤

薩
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

劉課
…

ll舟蕊rい蘇磯懸

魁，

儲梁の鞭轡

歪到

□
鱗
…
…
ロ
一
□
－
i
園
！
］

墾
，
…
藩
「
…

†
鰯孫法令）

羅発有為に係る麗係法令のi

I許認薩警め準講又は羅暮露
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（賂34〉 擾轟大学地域醗究　第§巻　第董弩　i§鱗、8

事　繭　協　議　フ　縫　一

罷発行為の毒導髪舞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iゴ1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　婁
rl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
鷹1　　　　　　　　　　　　　　　大
1・」癬彌緬．．．．■謝

甚目　劃真1葬…
因

襲登予定巻

i録鍵誘，土木l
i事務琢，購書l

l漸漸　i

参縫発予建蘂壌選定

。基礎講蓋

◎基‡謙爽策定

多難髭註段段び毒驚替等と譲議i

為
講
整
協
議
会

虚

　る見遇しのあるi鋒藪であること串

　る舞嚢であること．

　醸さなセ、講錘であること．

　と肇垂鬱憂される詩嚢であること。

　凌の擾舞溺講膏られる讃懇であること。

　ア麗麗予定鑑蟻を食む舞辺地蟻の鬱然簾箋

　　の課金のた轟の必要な欝欝

　イ　飲料水，農業矯激等の承姿嶽の確探その

　　鰹生活環擁の探全に支離を換ぼさな跡ため耳

　　の必要な捲鷺

　ウ　災害の紡藍浸ぴ治嶽給水のための碁要な

　　鍵鑓

　工　麓史釣騒士の繰喜及び文免財の保護等の

　　たあの必要な捲羅

　　上蓋…の緯，簸墜こ定菱｝る袈翼聾こ翻るよう麟

馨　襲±奉翻意藪等砂講談錘と整合縫葺‘灘ら翻

纏　適驚かつ金運釣な±鐘舞罵の推進ぷ騒られ

131叢鱗柳瀬麟蕪凝進ずる讃藤であること鴨

1毒　地織叢興に資する謙遜iであること．

類　羅文隷蟻巻公薬鐙捧4〉公共事業に支緯を及

講　事業欝遜欝確実に籐響さ翻る見込み撰ある

鱗　霞然毅箋の保全，災害の鋳豊等を籔るたあ，

一
』

灘rr、一
●藻箋影響壽筋書の縫癬i

◎地愛読騨，絹綾交渉

■霧鐘糖量，設欝灘量
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東乾六漿のゴルフ霧に鱈する囎発毒導要勧およびそぎ）飽の捲導要綱の釈漉紅ついて繕
（欝35》

〈青森県〉

青森漿大規模土地取引及び罷発蒼為に

臠する捲導要綱

紹秘露年7員i穣
昭藤57年2欝i膿

鱈牽蟹灘年2擁5欝

蕎森猿密承第568号

蕎森集告示第93警

青森肇魯示第83簿

　（鐸　　的》

第i　この要綱隷，大綬摸の土地数携につ恥て，騒士稀稀

　誹藤法（繧憩藝年法律第§2号。以下ヂ法3という、〉第無

　条第i項の鎮定による警再浸び法第欝条第i項の規定に

　よる繧繊の麟毅：の韓滑な運罵に資するための箏羨協議鰯

　護を設け，壷びに火焼摸の雛発行為について，誘発幾舗

　に臠する縫係法令の幾定を補完して秩序ある土地舞灘を

　誘導するための簸靉靆度を設継ることによ警，祭土の適

　亙かっ金運釣な秘翠を麟ることを蟹的とする。

　（定　　義〉

第2　この要綱にお恥て欧の各署に掲げる醜語の意義は，

　甕該各号に定めるところによる．

　一　土地に絶する権舞の移転等　土嬉に絶する願有権，

　　地上権著しくは賃欝権又はこれらの権灘の取得巻舞麟

　　とする権舞の移転又紘設定で，薄儀を得て舞われるも

　　のをいう。

　二　瞬発行為，土地の形質を変更する行為をいう。

　三　瞬発事業者　縫発駕為に係る工事（以下ダ工事∫と

　　いう。〉の請負契纏の漣文書又は請負契納によらないで

　　農ら工事を答う者を恥う．

　灘　聡発区域　鰻発行為の薄象となる一懸の土地の琶域

　　をいう。

　薫　公共施設　選整，公鍵，緑地，菰雛，承這，下東道，

　　梅醤．承諾ケ遊水麹，溝鋳の罵に験する爵水施設その

　　饒の公共の驚に供する施設をいう、

　六　公蓋的施設　教蒼施設，医療施設，交通施設，購買

　　癒設，その地の羅達者の共霧の纏縫又は秘硬iのため必

　　要な施設をいう。

　（県及び霧町轡の連絡羅整〉

第3　察笈1び葎瞬ぎ挙動ま，この要綱睾こ基づく蟹互の撥無が窪1

　溝に講ぜら翻るよう常に連諮講整に努めるものとする．

　（大規摸土地取導1に聾する事麟編議）

第遵　法第錘条第i項の規定による許灘又は法弟23条第i

　項の規定による態鐡を必要とする±地で款の各号の一に

　揚げるものについて，翻発行為を行うために重縫に隠す

　る権舞の移転等を受けようとする巻は，当該許舞の寧講

　又嫁緩懲を行う藤江，知事紅譲議しなけれ，ばならない．

　一　擦驚誕両法（霧藤43年法律第i§暮号〉第7条第i項の

　　蔑建による毒街化薮籔講め±地でその欝積がi万累方

　　メートル以上のもの

　二　獺薦詩癖法第壕条第2項に議定する蔀鞭藪籔（前

　　号に蔑定する猛域を除く。》肉の土蜷でその面積麟2万

　　単方メートル以上めもの

　三　農業振興地蟻の整盤紅鬱する法律（繧秘藪年法簿第

　　58号）第8条第2項第掛畢に規定する農驚匙籔駿内の

　　土地を盗む土纏

　睡　2万軍方メートル以上の麟積め農地等（農地法（霧

　　私2？年法律第22§号〉第2条第美項に鰻寇する農地及び

　　採葦絞教範をいう。〉を食む土遷

　玉　森鉢法（羅灘26年法律第24§号〉第器条第i項又は第

　　2項の規定によ磐叢定さ轟た録安躰を含む土地

　六　農然公嚢法（羅隷32年法舞第欝i号〉第葺条第i項の

　　縫定によ瞬撰定された薄舞1ま地域を食む±地

　七　霞然礫塊綴金法（繧鞍翼年法律第85選｝）纂器楽第i

　　項の競走によ警捲定された蒋農地薮を含む土簸

　八　文免財保護法（醸鞍2§年法律第2獲号〉第磁条第i項

　　の焼定よ滲権定された壁鋳名勝炎熱記念物を食む土鰭

　九　麟各晋に掲げる土地のほか，その薦積撚5万単方メ

　　ートル以ま1の土地

2　麟項の議定によ管知事に協議しようとする煮嫁，大綬

　膜土地取謬i事繭鑛議書（第正号嶽戎〉に次に掲げる露書を添

　縁し，轟該協議に係る土難か辮産する市町村の長を経嶽

　して無事に縫炎しな轄れ、韓1ならない。

　一　法人にあって嫁、定款，寄醗有為その麹これらに峯

　　ずるもの

　二　秘欝欝緯に係る醐発行為の全体謙鶴の機要を示す騒

　　書

　三　公共施設及び公益的施設の整備を霞ら背う予定であ

　　る場合には，その整騰欝褻の撮要を示す緩書

　籔　難儀に翳する資料

3　覆霧軽蔑紘，麟項の規定によ讐協議婁等を受達したと

　き隷，遅難なく，そ4〉意箆を孵して，これを知事に送付

　しなけ轟ぱならな恥．

護　麟3項の規定は，第i項の矯定による協議の義容に変

　更（難微な変裏を験く。〉を簾えようとする場合につ》、て

　準罵する。

　（知事み捲導及ぴ鱗雲〉

第5　知事は，第畦第i項（第纏第4項において準羅する

　饗合を含む．1の規定による鶴議ぶあったときは，聡孫毒

　町税長と協力してその実態を講蓋し，法弟雛条第i項の

　緯定による詩羅串講紅係る謡講にあっては法弟欝条第i

　項各弩の要樽に，法弟23条第正項の趨走による羅鐵こ像

　る鶉議にあっては法第24条第i項各号の要件に翻して捲

　導及び釣書をするものとする．

　（大綬模縫発蕎為に麗する蕩議》

第6　5葺平方メートル以上の懸積の一襲の土地について

　勝義第iに揚げる麗発行為をしょうとする者は，あらか

　じめ，知事に騰議しなければならな静。ただし，次に掲

　げる雛発行為については，この鰻吟でな恥．

　一　蟹若しくは地方公共毯体又はこれらの設立紅藻る公

　　鮭，公羅若しくは知事解霧に定める基準に基づいて詣

　　寇した法人解羅発事業者となるもの

　二　麟又は地方公藁縷体から補購金，負越金等の交盤を

　　受けて行うもの
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総総〉 橿島大学地織醗究　第6誉　第i号　i鱒4．8

　三　瞬発琶竣の金離ぶ都議誕醸法第嘆条第2項に規定す

　　る灘毒欝錘琶域に食まれるもの

　懸　通常の管理行為として背うもの

　蓋　葬常災害のために必要な臨急捲置として行うもの

2　蔚項の規定によ鯵知事に協議しようとする者は，大震

　摸購発駕為鶴議書（第2号撮筑〉に次紅傷げる騒書を添

　録し，当該簸議に係る土地ぶ誘姦する講警替の長を経畿

　して知事に擬鐵しなけれ，ば怠らない．

　一　法人にあって絵，定款，寄醗行為その魑これらに準

　　ずるもの

　二1　購発蕎為の金｛本謙遜鋒こ屡1する穰書

　三　聡発匿域についての法令の適罵§§係を示す纒書

　鑓　その絶知事ぶ必要と認める鐵書

3　第4第3項の蔑定は，毒欝f季重蔓オ監霧舞項の矯定垂こよ馨義

　議書等を受理した場合について準穰する。

唾　羨3項の規定は，当該雛発行為について瞬発媛灘に鷲

　する法令の規定による許薄着しくは認響又は懇癒鋳に変

　更（軽微な変更を除く．〉を籐えようとする場合について

　準羅する、

　（知事の麟書又縁勧蟹｝

第7　知事絃，第6第i項（第6第4項郵こおいて準羅する

　場合を含む。第8第茎頂載おいて講じ。）の規定による盤

　議があったとき鯨，驚孫爺霧村長と協力してそ4〉実態を

　講養し，瞬発蔑懸に麗する法令の規定及び残表第2の審

　壷基準に聾して審糞した上，適獲かつ金建的な土地秘露

　を馨るため必要な豹書契嫁勧告をするものとする．

　（鰻発行為垂こ離する偏窟の纏舞i〉

第8　知事は，第6第i項の競建による雛議勝成立した場

　合にお恥て，遍蓬かつ合饗的な土地秘罵を麟るため必要

　群あると認めるときは，覇発事業者没び幾係毒町新喪に

　薄し，難該爽老懸において次に揚げる事項を記載した聡

　発行為に臠する協定を縫結することを要請するものとす

　る。

　一　公共施設及び公益的擁護の設置，維持誉獲浸ぴ費羅

　　負撞に饗すること．

　二　藻箋衛塗の縁持，霧然環境の保全，文化財の保護，

　　公害の紡蓋及び災害の紡蓋のための捲置に麗すること。

　三　騰発蕎為の実掩時幾，鑛定事璽に係る権鵜義務の承

　　継，旛定に違反した場合の措置その麹必要壕事項紅聡

　　すること．

2　聚発事業者は，知事から藏項の燦建による要請ぶあっ

　たとき縁，誠意をもってこれに応じ壕けれ蕪ならない。

3　霞町村長濾：，第i項の焼定書こよる編定を纏織した場合

　にあってはその海容を，講項の媛定による協定を纏結す

　ること解できなかった場合にあって豫その看を，遅滞な

　く，知事に通知しな諺蕊ばならな塾。

　（協力しない擁発事業者に慰する鞍覆〉

第9　知事は，麗孫毒町緯長と協力して縫発事業者が第7

　の規定1こよる勧告又は第8第i項の窺定書こよる要請に鍵

　わ奪い場合には，その実構に感じ．，当該縫発行為を串丘

　させ，又は是翌させるため必要な欝麗を講ずることがある。

　　瞬　　　　　肇
i　この要綱縁，告示の翼から施行する。

2　この要纒の篤行の醗．現に改董蕪の青森漿土地舞羅に

　麗する捲導要綱の焼定によ穆，知事の要請によ彗器発露

藤書等を提醸している灘発行為，提繊されている書類，

続続されている議定，知事ぶ捲寇している澹人及び知事

　ぶ講じている捲置嫁，それぞれ毅蕉後の霧森漂大媛模土

地鍛蟹及び瞬発無為毒こ麗する舞｝導要綱の麹轟規定によ箏，

　知事に臨議している麗発管為，錐嚢さ轟た書類．織綾さ

　轟た諮定，知事ぶ捲達した法人及び知事墾講じた捲麗と

　みなす、

　　購　　　　　懸（羅秘5？年2鴛捻馨曇示第盤号）

この饗編縁，告示の馨から施脅する。

驚表第董（第6髄係〉

協議を要する灘発行為

　　宅蓮（工場罵地にあっては，製造業に係るものに張る。／

　の造成

ニ　ゴルフ堤の建設

三　スキー饗の建設

騒　遊鰹弛め建設

玉　麟櫨麹麟の建設

六　運動場の建設

七　車両競建場の建設

八　乗馬場の建設

九　第1二号から蕪骨家でに揚げる施設以磐のレジャー施設

　の建設

簿1表第2《第7麗｛系〉

審　　萱　　墓　　準

至　擬揺的基準

一　購灘行為に賭する誕藪オ製．梁及ぴ薦郷村ぶ定めた

　±：選…零舞蔓こ幾1する讃・嚢又婁ま構想及ぴ公共縫設の整奮欝こ

　興する謙麟と適合し，かつ，その醐発妙果として地蟻

　の産業擁i興が鶏待できること．

二　簾鏡箱猛の保持，窪黙殺箋の保全．文化財の保護，

　公害の騎豊及び災害の髄藍のための鐵羅につ継て十分

　　な麓慰ぶなされて耽ること．

　三　工事め施工に婁たっては，舞水上又借災害鋳豊、鉱支

　瞳ぶな躰よう必要な欝欝斜講ぜられること。

　瞬　麗髭籔塚i外から連諾する道鍵1が確保され，るととも畢こ，

　バス，鉄連等紅よる輸送の硬に支瞳ぶないと認められ

　　ること。

　玉　麗癸籔域及びそ4〉職透の盤渓等の舞優に支障をきた

　　さないように公共施設及び公益的簗設ぶ整鶴されると

　　ともに，これらの掩護み維持管獲及び養鶏負撞につい

　　て必要な機獲麟講ぜら為ること．

　六　資金羨醗及び経営見通しが的確であって醗発行為の
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東載六累のゴルフ霧に薄する罫開発詣導饗霧まおよびその地の雛導要綱の藪瀧につ籍て鯵 （i§37）

　遂行オ轄書類できること。

2　登簿納鞭霞

　　iに規定する基攣を適穏するについて必要な技徳的舞

　露意，騒彗に定める。

青森県ゴルフ場の設置等に係る環境保

全講査等及ぴゴルフ場における農薬の

適正綾驚等に聞する要綱

軍威2年9鐸i§舞　　憲森漂皆示第5S3号

　（嚢　　醐

第i　この要綱絃，ゴルフ雛の設置等に鋲る環境縁合溺壷

　鰯痩を設けること等によ瞬・ゴルフ霧の設置等によって

　生活環境に係る綾害等ぶ鑑ずることを鋳養し，及びゴル

　フ窮1こお謬る農薬紗綾灘等について必要な事項を定める

　ことによ撃，農薬の安全かつ適歪な綾罵等の確保を纒蓼，

　もって生活葦漿箋及び露然藻箋の採金に寄与することを霞

　的とする．

　（定　　義）

第2　この要綾にお籍て，次の各号に捲謬る駕藷の意義は，

　婁該各号に定めるところによる．

　一　農薬　農薬取羅綾（繧勲23年法律第82号．以下茸法ま

　　と恥う。〉第i条の2第i項に規定する農薬をいう．

　ニ　ニゴノレフ場　本一ソレの数悪難慧奉一ノレ以ま二であ瞬，かつ，

　　コースの総選i長をホーノレの数で験して得た数嬉（以下

　　「ホーーノレの率均幾至難」というゆ〉善報套むメートノシ以ま二のゴノシ

　　フ場及び承一ルの数が§承一ノシ獄ま滋8承一ノシ未満であ

　　疹，かつ，ホールの軍均距離解i欝メートル獄上のゴ

　　ノレフ場をいう。

　三　ゴルフ揚の設鷺等　ゴルフ場の設置又はその構造若

　　しくは媛模の変更（軽微な変裏を除く。｝をいう．

　醒　誘荏毒町村長　その籔域轟にゴルフ場摂設置され，

　　又はゴルフ場の設難解予定されている議町繋（鍬下［醗

　　莚車町耕」という。〉の長をいう。

　義　鍵孫註疑　ゴルフ霧の設置等に律って盤活環箋に影

　　響を受診ると認められ，る看を轡・う。

　六　轟§孫海霧村長　その薮域内に鑓係建長が震註する毒

　　購蕎（断在薦町樗を酸く．）の曼をいう、

　篠墳際会認蚕〉

第3　ゴルフ場の設麗等を行おうとする者（以下「設鍵予

　定煮」という．）轍，知事誤霧に定める披講土の指鋭によ

　吟，ゴルフ霧珍談覆等溝礫塊（生活環境浸び毒然叢i箋を

　いう。以下講じ。1に及ぼす影響についての調査，予灘及

　び……寧懸（以下「蓼妻箋保全調査強　とセ、う．）をぞ量わな博すれ畜ま1

　ならない．

　（難境保全講査書の律減等）

第蓬　設置等予定考絃，第3の規定による毅箋保金講糞を実

　施した後，知事麟露華こ定める事項を記載した譲糞書（以

　下f環縫探会議糞書」という。）を葎成し，知事に提塗し

　なけれ凄まならな㌢・．

2　知事は，麟項の規定による藻養1舞：全講査婁の礎鐵ぶあ

　つたときは，遅難なく，盛該饗箋保全講登書を漸荘厳町

　鬢長及び縫孫毒町群長に送付するものとする。

　（簾境線金講登書の縦覧／

第5　設置等予定餐は，藻境保全講糞書を縦覧に験する濤

　及び次に揚げる事項を難題新鑢紙でめ公告その纏の知事

　ぶ通塞と認ある方法によ箏公奮し，毅境探金談蛮書を霧

　荏毒簿材の麗駿飛にお》幌て3膿幾縦覧に盤さなければな

　らない。ただし，蚤該籔域内に適密な縦覧の場湧惑ない

　嚢合縁，その磯辺の地壌において縦覧に婁することかで

　きる。

　一　氏名又は名称及び種断壷びに法人にあっては，その

　　代表者の氏名

　ニ　ゴルフ霧の名称浸び1ゴノレラ霧の設置等を行おうとす

　　る場藪

　三　縦覧の霧辮，靉靆及び時隅

2　設置等予定者は，麟項ダ〉規定による公｛叢を籍1つたとき

　は，速やかに，知事壷びに琢荘霧簿轡長長び鷺係霧町群

　長に通知しな謬ればならない．

　〔齎薤露跨穂長等の愚見》

第6　渓荘毒簿村長及び麗係青郷村長壷びに麗係建蔑は，

　第菖第i項の燦窪きこよる縦i覧幾講講了の舞の翌舞から趨

　算して3§露を経遇する欝までに，書藤江よ穆知事に意見

　を違べることぶできる凸

　（礫箋保金講登叢の審変織票の通知等〉

第7　知事隷，第護第i項の規定による毅境保全認i謹書の

　提繊があった場合轍，第§の規建による醗荘毒婦越畏及

　び翼孫毒警耕痰壷びに麗係建長の意見を趣案して，葵境

　の稼全の見地から審査し．その結畢を第5第i項の規定

　による縦覧期濁溝了の舞の翌欝から趨算して総轄以轟に

　設置等予定者に通知するものとする．

2　知事緯，藻境の保全上支離夢あると認めるとき絃，設

　置等予定者紅趨1し，覆縫の繰全のために必要な欝置を講

　ずべきことを勧穣するものとする．

3　知事は，第i項⑳規定による通知又濾蕪項の燭定によ

　る勧鷲をした場合絃．遅滞なく，そみ海容を落窪毒町議

　喪及び饗係衛無終重長に還却するものとする。

　（ゴンシフ場の設置等の窮容の変裏〉

第8　第3齢ら第7豪での規定は，設置等予定者麟第遵第

　i項の規定によ撃縫鐵した藻箋保全講i蓋霧に係るゴノレフ

　場の設置等の携容に変更（軽微壕変更その纏知事ぶ認め

　る変更を絵く．》を換えようとする霧合について準稽する。

2　購項の趨建は，設鐙等予定者ぶ麩項にお恥て準還する

　第4第i項の蔑定によ穆提鑓した毅箋保全調糞書に係る

　ゴルフ揚の設置等の内容に変更を超えようとする場合に

　ついて準罵する。

　（礫壕保全協定の練緯

第9　設置等予定者は．ゴルフ場の設置等に着手する議に，

　礫境の採金のために必要穣事項を飛容とする協定（以下

　「毅箋保金縫建葺という。〉を藩薤露町村長と締結するよ

一65一



（鱒38｝ 福島大学地織醗究第§巻　第i畢欝鍵．8

　う努めなければならない。

2　設置等予定考は，麗孫諜鐸ぎ鬢長等から蒙境保全協定の

　織繕を求められ，たときは，誠意をもってこれに感じなけ

　れ，ばならない。

　（農薬の購入〉

第鎗　ゴノレフ塔を経営する者（ゴルフ饗を経営する者とゴ

　ルフ≦霧を直接畢こ管還し，及び運営する春撚暴な1るときは，

　ゴノレフ雛を1藍接垂こ管琴莚し，　及び運営する煮をセ唱うむ　以下

　講じ。〉及び設羅等予定者（ゴノレフ場の設護等睾こ繰る工事

　潜請負によ穆行われ，るとき雄，蜜該工事の請負人をいう、

　纂iiにおいて瞬む．）は，農薬を購入しようとするときは，

　法弟2条第i項の蔑建による登録を受けた製造業者若し

　くは輸入業者又絃法弟8条第i項の規定による騒鐵のあ

　つた販売業者から購入しなければならない。

　（農薬の綻嬬》

第鍍　ゴノレフ場を経営する者及び設置等予定煮（以下£ゴ

　ノレフ場事業妻匪という。）は，農薬の旋醗毒こ当たっては，

　欧に揚げる事項を遵守し尊けれ，ばならない。

　一　法弟2条第i項又絃第捻条の2第i項の規定による

　　登録を受けた農薬を綾還すること、

　二　法纂7条の観定によ管表示さ轟た適稽病害垂の籠翻

　　及び襲驚方法，整醗上の澹意事項その飽の事項に基づ

　　いて，安全かつ適亙に捜聴すること．

第鴛　ゴルフ場事業者は，農薬の縫矯に当たっては，欧に

　掲げる事項に留意するものとする。

　一　できる騒吟，毒縫の襲い農薬を綾羅すること、この

　　場合にお》、て，法第捻条の4第i項紅規定する水質汚

　　濁姓農薬以外の農薬を菱飛すること．

　二　農薬4〉量及びその旋罵頻度絃，必要最小綴にとどめ

　　ること．こ勇場合において，験草叢は，できる罎静養一

　　駕しないものとし，やむを得ず旋罵するときであって

　　も，スポット麹蓬にとどめること．

　（農薬の撮管〉

第欝　ゴノレフ場事業煮は，農薬の盗難，紛失，飛数，流鐵

　等を鋳塗するため，施錠できる導燈の保管灘に農薬を保

　鞍しな鯵麗灘1ならな躰．

2ゴルフ場事業巻滋．毒勃撫糊勃興酷紹観鋒法律
　第鎗3号）第2条第ま項に規定する毒勃及ぴ繊条第2壌に矯

　定する鑛鐵紅該裏する農薬を，鹸項の保管癒の海藻におい

　て，旛錠できる薄霧の保管毒に保管し，箋該專羅の保管庫

　にF藍薬箱外毒鞠麟鞠まの表示をしな妙れ、ぱならない。

　《農薬養鶏管遅責蓬者〉

第欝　二fルフ場事業者は，農薬笈罵管獲責登巻を選軽し，

　農薬の安全かつ適歪な綾罵及び管理のため必要糠業務を

　鴛わ鴛なけれ，隷ならない。

2　ゴルフ纂事業者は，農薬綾羅管理費懸者を選蒸し，又

　は変更したときは，その饗から講饗以内に，その鷺を知

　事に鞭欝しなければならない．

　　（農薬旋聡警遜責懸者等の資質の陶土〉

第蔦　ゴルフ場事業煮絃，農薬綾羅管建貰懸者その鰹の職

　員を農薬の綾罵に臠する講習会等に積極麟紅参撫させ，

　そめ資質の麹上に努めるもの．とする。

　（病害虫の紡験の委託〉

簿§ゴルフ霧事業者は，法算条の2第噸に規定する病害

　虫の鋳除を委託しようとするときは，法弟猿楽第隻項の規

　定による騰鐵のあった鋳縫業者に委託しなければならなセ㌔

　（農薬の焚罵実績の記録〉

第i7　ゴル・フ場事業者は，知事が驚鋒こ定める鐵式導こよ彗，

　農薬の綾絹実績（第総の蔑建によ警鋳隷業餐に購書蜜の

　鋳萎余を委託した1場合の楽該跡線業者紅係るものを含む、〉

　を認録し，少なくとも3年驚保春し捻ければならない．

　（農薬憂〉痩馬講麹及び綾灘実績の鞍告〉

第i8　ゴノレフ場を経営する者は，知事ぶ琴鞍こ定める様式紅

　よ吟，毎年3欝3穣豪でに翌年度の農薬の綾羅誹藪を，

　毎年護携3毒韓までに羨牛疫の農薬の痩馬実績を知事に鞍

　告しな酵轟ばならな》・。

　（緩害♂紡豊〉

第欝　ゴルフ霧事業者絃，農薬の襲霧紅憲たって慧，気象，

　雛形等の条緯を考癒し，当該ゴルフ霧の農薬激葎健事者

　その飽の職饗及び無精者壷びに燭辺地籔の盤i艮に被害を

　及鰐fさないようにするとともに，水道水漂及び家産動纏

　勃に影響を及蔽さないよう1こ措置しな善ナれ、畢ずならなレ・。

　（事赦時の携置）

第2§　ゴノレフ場事業者韓1，当該ゴノレフ舞で後馬された農薬

　に趨馨する援憲解発蓋し，又は発盤するおそ耗解あると

　き韓，嚢ちに，その献溌を知事壷びに藪荘薦町鬢長及び

　翼係箏審鬢長に鞭魯するとともに，その原獲を究親し，

　必要な鑑覆を講じな群れ隷ならない。

　　（舞墨水の誹議の麟籔〉

第2i　ゴルフ霧事業者は，寒該ゴル’フ揚の擁…水韓（ゴルフ

　擬から雛鐵される水（以下「雛…艦隊」という。〉ぶゴノレフ

　場の褻籔から二fノレフ場の籔簸外の水簸姦こ流思する地烹を

　いう．以下覆む。〉において，購表の農薬名の機に掲げる

　農薬について疑義の指麟鑓の鰯に提げる数纏を超える濃

　度の雛鑓水を欝饑してはならな恥．

　　（ゴルフ揚の琶籔睡の水質の盛観〉

第22　ゴルフ場事業者縁ラ講整臨での魚類の飼育等によ参事

　当該ゴルフ場の籔誠糞の水質の就溌を監擁しなければな

　らな塾．

　　（欝鐵水の水質の灘定）

第23　ゴルフ場を経営する春は，雛墨水の水質を年3繕以

　上灘駕してその緩果を誕録し，少なくとも3年聡保存し

　な酵ればならない。

2　ゴヲレフ場を経営する煮纏，蕪項の規定による灘建を実

　饑したときは，速やかにその纏果を知事にi鞍費しなけれ、

　ぱならな》・．

　　（鞍監浸び調査〉

第蟹　難事は，必要麟あると認めるときは，ゴルフ場事業

　者に薄し，農薬の羨罵駿浅等について鞍皆を求め，又は

　その職異紅，ゴルフ場に立ち人参，撰水嚢，農薬の檬管

　庫，緩簿その飽の秘件を講奮さ登ることぶある。

　　（勧　　鋤
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第25　知事は，ゴルフ霧にお謬る農薬の安全かつ適董な旋

　驚及び管選iのため必要麟あると認めるときは，ゴノレフ場

　事業者に短し，必要な推置を講ずべきことを勧告するも

　のとする。

　（毒警耕長との連携〉

第2｛3　知事は，毒町耕長とゴノレフ場にお謬る農薬の綾羅等

　に絶する欝鞍交換を貰う等穏互に密接な連舞を懸るもの

　とする。

　（公　　衰〉

第2？　知事は，設置等予定考藻第3（第8において拳蟹す

　る甥合を食む、〉め焼建による毅境線金調甕又は第5第i

　項（第8において準駕する場合を盗む．）の規定による縦

　覧を行わないときは，その讐を公表することがある。

2　知事隷，第7第2項（第8において準羅する離合を盆
　む。〉の燦定による勧皆をした場合において，轟該親告を

　受けた設羅等予定奢溺当該勧告に縫わないときは，そめ

　雛及び峯該勧簿の魯容を公表することがある．

3　知事は，第25の幾定による勧皆をした暴食にお継て，
　塞i該勧告を受壷すたゴノレフ壕1事業者オ童…釜該勧餐講こ篠薄つな㌢、

　ときは，その露及ぴ蚤該勧告の内審を公表することぶある．

　（施行事項｝

第28　この要黐の施行に麗し必要な事項は，簿llに知事撰定

　める．

　　　醗　　麟

i　この要綱は，皆承の霞から施行する。

2　この要綱の旛行の醸饗に設置されているゴノレフ場を経

　鬱している蓄轍，婆該ゴルフ場について，瞬荏青郷村長

　等と藻箋保全醗定を纏繕するよう努めなけ轟ぱならない。

溺表（纂21饗籐〉

　　ゴルフ壕6〉雛寒露こお捗る撲鐵承謬〉嬢鎌笹

農 薬 名

（殺虫斉彗）

イソキサチオン

イソフェン本ス

クロノレピ夢ホス

ダイアジノン
ト墾クロノレオくン　（亜〉翌l　P〉

フェニトロチオン（M狂蚕｝〉

（殺薄薄〉

イソプロチオラン

イプ葺ジオン

オキシン銅（有機銅〉

キャプタン

クロロタ環ニノレ（丁費麗〉

チウラム〈チラム〉

卦ノレク根本スメチノシ

フノレトラニノレ

（総革翻

アシュラム

シマジン（CATl
ナプ旗パミド

ブタミ本ス

プPピザミド

ベンス夢ド（SAPl
ペンディメタ婆ン

　搭　　鋭　　鍵
（単盤i量につき麗1
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毒．綴
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§．3
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3

聾、遵
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§．8

2

2
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事　　業　　壽

①釜議審

／敷認舞讐合1

＠羅鐵蕃

⑤深壕課全灘奮書

繕菜遜知

大⑥蒙欝欝毒野継しくは

観

護　　　⑦協議書
鋸

登＝
　　　　簗答欝歳
締

為

の

諺

議

野⑫灘鯨　送
　　毒　　警　　醤

遍　　　知

國齢（観書）

不動費通知

翼翼婁への慧琵
送

医蚕一⑧轍緻送

通知書写
　撃

羅発纏足磯艦
鶴定書写の送付

騒羅難雛による誇手続き

璽

韓　　　　　翼孫譲へ意発熱農
　　　受理

　　　　　　　　　　　桑

　　　　　　通知叢の写
⑧翻集約麟麟

國通知書の写
審査

舞 文遷松書論

審糞一 ｝　　　　

　　　　　薦孫課への

鍾　畔翻＿各翻意灘
　毅孫譲からの質撲戴会事項紅耕する籔餐要請

承認避難
圭簸磯会議

（荘｝（妻事薄協議書を毒町械こ翻する灘こ，麗擁する鰹鯛の醗発艦灘をタ夢アできる莞通しを得なければならな恥．（発通し藩なけれ蔭受還しな韓

　⑤ゴルフ饗雛発の饗会の公害課への毅箋撮全講壷婁の婁鐵時簸ま．地蟻振興課への大観穣醗灘行為の協議書の髭欝以講とする。

　㊨大規摸麗登響為の織議書を経産する癒に，捲導要纏に基づく事落籍羅としての協議若しくは瞬意勇藩籬を欝せて鍵鐵すること。
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